
その結果、平成22年3月末現在で、約1，451市区町村から協力いただける旨の回答をいただき、  

同月末までに1，347の市区町村において調査を行っていただきました。その結果、調査対象  

41．530人のうち、26，780人の電話番号や住所等が把握され、市区町村及び年金事務所における  

確認により、5，508人について記録がご本人のものであることを確認できました。また、これら  

の方のうち、申し出をいただき記録の訂正が行われた方は2t656人であり、当該記録訂正によ  

る年金額の増加額の合計は約1億2，753万円となりました。  

（4）年金記録情報総合管理・照合システムによ   

るコンピュータ記録と統合帳の突合せ  

一 年金記録情報総合管理・照合システム  

の構築に向けて、紙台帳の電子画像化、  

アプリケーションソフトの開発、サーバ  

等のハード機器の整備等を進めるととも  

に、紙台帳とコンピュータ記録との突合  

せに向けて、第1次審査要員の確保等必  

要な調達手続きを進める。  

○コンピュータ上で管理されている年金記録を正確なものとするため、紙台帳等で管理されてい   

た記録の内容とコンピュータ記録との突合せを行うこととし、そのために必要となる紙台帳検   

索システム（年金記録情報総合管理・照合システム）の構築に向け、紙台帳の電子画像化、ア   

プリケーションソフトの開発、機器の整備等を進めました。   

また、紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作業については、今後、平成22年秋頃までに開始す   

ることとし、そのために必要となる突合せ作業マニュアルの策定や突合せ業務の外部委託の調   

達に向けた手続き等の準備を進めました。   
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（5）年金記録の訂正や再裁定後の支給等を迅速   

に行うための体制整備   

・年金記録の統合状況等に応じて、再裁定  

の迅速な処理を行なうための体制を整備  

する。  

○平成22年1月の機構発足時においては、社会保険庁における豊富な業務経験を有する職員の減  

少や、新規採用職員の配置に伴い新たな体制になったことにより、人員体制が十分に確保され   

なかった状況にあっ七ため、年金事務所における再裁定（※8）の申出受付から本部への進達  

（※9）までに要する平均処理期間の短縮化に向けて、平均処理期間や未進達件数が増加してい   

る年金事務所に対して、1月以降の処理状況を把握したうえで、業務方法等について指導を行う   

など、取組を推進しました。その結果、平均処理期間については0．6か月で横ばいですが、未   

進達件数については減少しました。  
≪用語解説≫・・…・・・・・・…・・・……・・……－t・・…州－・－・【・……叫・…・・－・刷…・岬・…－・……・・・・・仙・－…・…・・…・・…・・・…・・…………・・－－…・叫・……・・・－・・・トト・・・・・・・－………・・・・…………▼  

（※8、※9）再裁定とは、年金受給者の受給権発生日以前の被保険者記録を訂正したことで年金の決定…  

を改めて行う処理のことを言い、進達とは、その再裁定の申出書等を年金事務所（事務七至  

ンター）から機構本部に送付する事務処理のことを言います。  

平成22年1月   平成22年2月   平成22年3月   

平均処理期間   0．6か月   0，6か月   0．6か月   

未処理件●数   2．5万件   2．3万件   2．0万件   

○再裁定等の迅速な処理を行うため、平成22年1月中旬より、ブロック本部、年金事務所から複   

雑な事務処理に精通した職員90名を再裁定業務を行う本部に派遣し、事務処理体制の強化を図   

りました。  

○再裁定の平均処理期間については、平成22年3月末時点で2．3か月となっています。  

平成22年1月   平成22年2月   平成22年3月   

平均処理期間   2．4か月   2．4か月   2．3か月   

未処理件数   12．7万件   11．1万件   8．4万件   

【別表3：機構発足以前からの処理状況の推移】   



○また、再裁定後の時効特例給付の処理期間については、平成22年3月末時点で2．9か月となっ   

ています。  

平成22年1月   平成22年2月   平成22年3月   

平均処理期間   2，5か月   2．4か月   2．9か月   

未処理件数   28．1万件   26．3万件   32．1万件   

＊ 平成22年3月は、遅延特別加算金法の施行日が確定するまで、時効特例給付の支給決定を保   

留したことから、平均処理期間及び未処理件数が増加しています。  

○なお、再裁定の処理の迅速化については、平成22年3月に策定した「エ程表jにおいて、以下   

の目標を掲げ、取り組むこととしました。   

一年金事務所における再裁定の申出受付から本部への進達について、平均処理期間を0．5か月  

とすることを目指す  

Ⅰ再裁定の処理については、難易度の高い再裁定案件も含め、2．5か月程度（進達期間を合わせ  

て3か月程度）で処理できることを目指す  

・時効特例給付については、支払いのための期間を平成22年6月末までに概ね2か月程度と  

することを目指す  

○また、年金記録の訂正による年金額の増額は、平成22年1月から3月までで、約38億円とな   

っています。  

【別表4：記録訂正による年金虫（年額）の増額（累計）】   



（別表3）  

機構本部で受け付けてから再裁定の処理に要する平均処理期間及び未処理件数の推移  

3  

－■未処理件数  
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（か月）  

1  

ヱ■  さ∴ －ニ、 手■  ナ  ＝  ‡入  
、二  

チ 
ヾ 

ナ  
ニ  

チ  チ  

く．  

平成21年4月  5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月   12月  平成22年1月  2月   3月   

平均処理期間  
5．2   

（か月）  
4．5   4．0   3．5   3．2   2．8   2．5   2．3   2，3   2．4   2．4   2．3   

未処理件数  
61，7   53．6   

（万件）  
44．2   35．5   2臥8   22．8   17．4   12．8   10．3   12．7   11．1   乱4  



＼岬1ノ   

記録訂正による年金額（年額）の増額［累積］  

！拝件，  増蜘   

j  

（信円）  

（平成20年5月以降の累計）  
約102万件、約550億円  

1月   2月  

・T：．1－・．  朋細貰2遡．鍼‖貰5遥‖月第，副賞2宝。削＿過l－細＿望廷…．・  ■   1 3月  
単位：千件  8．7  

l各適業積）    （臥7）   4．3  
1位：億円  

（各週実績）  （4．3）  

（注1）この      集計は、年   
、、 
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（6）標準報酬等の遡及訂正事案についての実態   

解明・迅速な記録回復   

・加入者への「ねんきん定期便」や受給者  

へのー厚生年金加入記録のお知らせ」の  

送付等により、ご本人に記録を確認して  

いただくことを通じて、被害の救済を速  

やかに進める。   

■ 一定の条件を満たす場合には、年金記録  

確認第三者委員会に送付することなく、年  

金事務所段階での記録回復を行うことに  

より、被害の救済を速やかに進める。  

○旧社会保険庁当時の平成21年12月より厚生年金受給者等に対し、「厚生年金加入記録のお知ら   

せ」の送付を開始し、標準報酬を含む年金記録に関する情報の提供を行いました。（平成22年3   
月末までに約920万人へ送付。最終的には、平成22年11月までに、厚生年金受給者等約2．800   

万人に送付予定。）  

○従業員であった方の事案であって、本人が所有する給与明細書等や雇用保険の記録等により勤   

務や給与の実態が確認できる場合や、不適正な処理の可能性のある記録（約6．9万件）につい   

て、一定の条件を満たす場合については、年金記録確認第三者委員会へ送付することなく、年   

金事務所において記録回復を行うことにより、速やかな年金額の回復を図りました。  

平成22年3月末現在  

・年金事務所における記録回復の実績（累計）   

うち、厚生年金受給者（約2万件）の戸別訪問による   

確認・調査の結果、記録回復したもの   




